
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和　年　月 

倉吉市 

【パブリックコメント　閲覧用】
　※ 持ち帰りはできません ※



目　次 

 

１．策定の趣旨・背景 ......................................................... 1 

２．総合戦略の概要 ........................................................... 2 

（１）総合戦略の位置付けと総合計画との関係 ................................. 2 

（２）総合戦略の構成と期間 ................................................. 2 

（３）効果検証の仕組み ..................................................... 2 

３．倉吉市が目指す将来像（地域ビジョン） ..................................... 6 

（１）本市の将来像 ......................................................... 6 

（２）本市の現状に対する課題認識 ........................................... 6 

（３）総合戦略の推進に向けて ............................................... 7 

４．総合戦略の体系 ........................................................... 8 

５．総合戦略の具体的な取組 .................................................. 10 

基本目標１　稼ぐ力を高め、未来を切り拓く「しごと」と「ひと」の創出 ........ 10 

ア　地域資源を活用した高付加価値型産業の創出と活性化 .................... 10 

イ　ＤＸを推進する新たな雇用の創出支援 .................................. 12 

ウ　地域内外の多様な人材・企業の「新結合」によるイノベーションの創出 .... 12 

エ　テレワークやワーケーションなど多様な働き方の推進 .................... 13 

基本目標２　若者・女性をはじめとする多様な「ひと」を引き寄せるまちの実現 .. 14 

ア　若者や女性に選ばれる魅力的な学びと働き場の創出 ...................... 14 

イ　移住・定住促進と、多様な「関係人口」の創出・拡大 .................... 15 

ウ　観光資源の魅力発信とマーケティング強化 .............................. 16 

エ　広域連携による交流人口拡大と人材循環の深化 .......................... 16 

基本目標３　全ての世代が自分らしく輝き、安心できる「くらし」の創造 ........ 17 

ア　若者や女性が自分らしく輝ける社会の実現 .............................. 17 

イ　子育て世代への多角的な支援と地域全体での子育て支援の強化 ............ 18 

ウ　多様なキャリアパスの形成支援 ........................................ 18 

エ　多世代交流を促す地域コミュニティの形成 .............................. 19 

オ　誰もが安心して暮らせる生活環境の維持・向上 .......................... 20 

基本目標４　デジタル等の新技術も活用した持続可能な「住みよい」まちづくり .. 21 

ア　ＡＩ・デジタル技術を活用した地域課題の解決と行政サービスの高度化 .... 21 

イ　公共交通ネットワークの維持確保と利便性向上 .......................... 22 

ウ　災害に強く、安全・安心なまちづくりの推進 ............................ 23 

エ　持続可能な自然エネルギーの導入促進 .................................. 24 

 

 



1

１．策定の趣旨・背景 

急速な人口減少・少子高齢化に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の一極集中を是

正し、将来にわたって活力ある社会を維持していくため、国は平成 26（2014）年 11 月に

「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 26（2014）

年 12 月 27 日閣議決定）を策定しました。 

こうした動きを受け、本市でも平成 27（2015）年 10 月に「倉吉市まち・ひと・しごと

創生総合戦略」（計画期間：平成 26（2014）年度～令和２（2020）年度）を、次いで令和３

年(2021)３月には「第２期倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（計画期間：令和３

（2021）年度～令和７（2025）年度）を策定し、その後、デジタルの力を活用しながら取組

を加速し、発展させていくため、「第２期倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を包含

した計画として「デジタル田園都市国家構想の実現に向けた第２期倉吉市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を新たに策定するなど、地方創生に向けた取組を切れ目なく進めてきまし

た。 

　地方創生の取組が本格的に始まってから 10 年が経過し、全国各地で地域の活性化につな

がる好事例が多く生まれています。しかしながら、東京圏への一極集中や地方の人口減少な

どの課題は未だ残されています。 

これまでの地方創生の取組を踏まえ、国はこの 10 年間の地方創生の成果を継承・発展さ

せつつ、直面する現実から目を逸らすことなく、地域に生きるすべての主体の力を再び結集

し、「強く」、「豊か」で、「新しく・楽しい」地方の実現に向けて取り組んでいくため、「地

方創生 2.0」として再起動することを打ち出し、令和７（2025）年６月には今後 10 年間を

見据えた「地方創生 2.0」の方向性を提示する「地方創生 2.0 基本構想」が閣議決定されま

した。国は、「地方創生 2.0」を我が国の活力を取り戻す経済政策であり、多様な幸せを実

現するための社会政策であり、そして地域が持つ本来の価値や楽しさを再発見する営みで

あると位置づけています。 

これらの動向を踏まえ、本市においても「地方創生 2.0 基本構想」やデジタル田園都市国

家構想総合戦略（令和５年 12 月閣議決定）における国の認識、また、鳥取県が策定する総

合戦略を勘案し、地域の実情を踏まえ、地方創生をさらに前へと進めていくため、新たに「第

３期倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、第３期倉吉市総合戦略）を策定しま

す。 
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２．総合戦略の概要 

（１）総合戦略の位置付けと総合計画との関係 

第３期倉吉市総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法第 10 条に基づき、策定するもので

す。国の総合戦略や倉吉市人口ビジョンを踏まえ、人口減少や地方創生という重要な課題に

向き合い、今後５年間の基本目標や施策の基本的方向性、具体的な施策を定めるものです。 

また、第３期倉吉市総合戦略は、本市の最上位計画である「第 12 次倉吉市総合計画後期

基本計画」（計画期間：令和８（2026）年度～令和 12（2030）年度）の重点事業に位置付け、

地方創生・人口減少に関連する取組に特化した計画として機能させ、総合計画その他各分野

の個別計画とも連動させながら、分野横断的かつ集中的に取組を推進していきます。 

 

（２）総合戦略の構成と期間 

　第３期倉吉市総合戦略は、「基本目標」、「基本的方向」、「具体的な施策」及び「重要業績

評価指標（ＫＰＩ）」によって構成されます。 

計画期間は令和８（2026）年度～令和 12（2030）年度の５年間です。 

 

基本目標 

　分野ごとに設けた目標を記載するとともに、施策の推進によって、結果として住民にもた

らされた便益（アウトカム）に関する数値目標を設定します。 

 

基本的方向 

　基本目標の達成に向けて取り組むべき基本的な施策を、基本目標毎に定めます。 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

　基本目標ごとに実施する具体的な施策・事業を記載するとともに、施策毎に効果を客観的

に検証できる重要業績評価指標（ＫＰＩ： Key Performance Indicator）を設定します。 

 

（３）効果検証の仕組み 

基本目標ごとに、各施策の効果を客観的に検証できる重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定

し、産学官等の関係者や関係分野の外部有識者で構成する会議体において、ＰＤＣＡ サイ

クルにより取組状況を点検・検証し、必要な対策の追加や改善を実施します。また、現在の

社会情勢等を踏まえ、各取組の一層の充実・強化を図るため、必要に応じて総合戦略の見直

しを行うこととします。 
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 総合戦略の構成と総合計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合戦略の期間 

※１　本市では、令和８年３月に「倉吉市人口ビジョン」の改訂を行いました。 

※２　本市では、「第２期倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略（計画期間：令和３（2021）年度～令和７（2025）年

度）」の内容を包含して、新たに令和５(2023)年度から令和７(2025)年度の３年間を「デジタル田園都市国家構想の実現

に向けた第２期倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」として位置付けています。上記では、両者をあわせて「第２

期総合戦略」として図示しています。 

 

 

 

 R3 
(2021) 

R4 
(2022)

R5 
(2023)

R6 
(2024)

R7 
(2025)

R8 
(2026)

R9 
(2027)

R10 
(2028)

R11 
(2029)

R12 
(2030)

・・・
R42 

(2060)

 

 

 

まち・ひと・しごと創生法

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン　　　　

まち・ひと・しごと創生総合戦略

人口ビジョン

総合戦略

第３期倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（計画期間：令和８～12 年度）

国

県

倉吉市人口ビジョン

整合

基本目標 数値目標

基本的な施策 重要業績評価指標（KPI） 

基本的方向

基本構想 
（計画期間：令和３～12 年度）

第 12 次倉吉市総合計画

重点化

第２期総合戦略　※２

前期基本計画

第３期総合戦略

後期基本計画

倉吉市人口ビジョン

　第 12 次倉吉市総合計画　基本構想

倉吉市人口ビジョン（改訂版）※１

後期基本計画 
（計画期間：令和８～12 年度）

実施計画 
（計画期間：３年間、毎年度見直し）
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総合戦略と総合計画の施策の相関表 

 

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 基本目標４

1 多様な担い手の育成と確保 ○

2 農業生産基盤の維持・向上

3 良質な農畜水産物の安定供給と地域ブランドの開発 ○

4 地元農産物の消費及び販売ルートの確保・拡大 ○

5 遊休農地の発生防止及び解消

1 企業の経営基盤の強化・安定化に向けた支援 ○

2 経済環境の変化への対応と生産性の向上 ○

3 中心市街地の活性化 ○

4 創業の促進に対する支援 ○

5 事業承継の促進に対する支援

1 市内企業が求める人材育成支援 ○

2 企業誘致の推進 ○

3 市内企業の認知拡大と人材確保支援 ○

4 市内企業における働き方改革支援 ○

1 持続可能な森林管理の推進

2 林業の担い手育成と経営の安定化支援

3 市民との協働による森林文化の醸成

1 地域資源を活かした観光コンテンツの充実 ○

2 戦略的な情報発信とマーケティング強化 ○

3 関係団体等との連携による交流人口の拡大 ○

4 質の高い「おもてなし」と受入環境の整備 ○

1 切れ目のない子育て支援体制の構築 ○

2 母子の健康づくり支援

3 特別な支援や配慮を要するこどもや家庭への支援

4 仕事と家庭、子育ての両立支援 ○

1 福祉施設入所者の地域生活への移行支援

2 地域生活支援拠点の機能の充実

3 相談支援体制の充実・強化

4 障がい特性に応じた就労支援

1 高齢者への在宅生活支援体制の確立

2 高齢者の活躍を促す環境づくり

3 高齢者の健康維持と介護予防の推進

4 高齢者を地域全体で支える体制の強化

5 介護保険制度の持続可能な運営

1 包括的な相談支援体制の構築

2 生活保護制度の適正運営と自立支援の推進

1 生活習慣の改善

2 生活習慣病の発生及び重症化予防

3 健康を支える社会環境の整備

4 ライフステージに応じた健康づくり支援

5 医療保険制度の安定的な運用

1 人権（同和）教育の推進

2 人権啓発の推進

3 人権侵害の救済と人権擁護（相談・支援体制の充実）

1 男女共同参画の意識醸成

2 家庭における男女共同参画の促進

3 地域における男女共同参画の促進 ○

4 職場における男女共同参画の促進 ○

5 男女共同参画の推進体制づくり

1 主体性を培い、創造性を養う学校教育の推進

2 安心・安全な教育環境の充実

3 たくましく健やかな心と体づくりの推進

4 伝統と文化・芸術を尊重し、未来を創り出す人材の育成

1 学習機会の提供と人材育成 ○

2 情報提供と連携協働の基点

3 学びやすい環境の整備 ○

第３期倉吉市総合戦略

7

12 男女共同参画社会の実現

障がい者の社会参加と
自立促進

8
豊かで健やかな
長寿社会の実現

9 生活困窮者の自立支援

企業が持つ特性・特色を
活かした商工業の振興

2

農畜水産業の振興1

森林の適正な保全4

安定した雇用の維持と
確保

3

10 健康づくりの推進

11 人権尊重の確立

第12次倉吉市総合計画後期基本計画

施策

13
生きる力を育む
学校教育の充実

14
社会全体が協働した
社会教育の推進と
学び続ける環境づくり

4
持続可能な地域の拠点としてのコミュニティセンター
（公民館）の機能強化

5
地域資源を活かした
観光の振興

6 子育て支援の充実

取組方針
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基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 基本目標４

1 文化財保存活用地域計画の策定

2 文化財の調査と保護

3 文化財に触れる機会の創出と伝承

4 観光との連携強化

5 史跡の整備と活用の推進

6 歴史的建造物・名勝の保存・活用の推進

1 多様な文化芸術活動の振興と伝統文化の継承

2 観光資源とアートの融合

3 文化施設などの活用促進

1 IJUターンの促進と伴走支援の充実 ○

2 受入体制整備と定着支援 ○

3 戦略的な情報発信の強化 ○

4 関係人口の拡大 ○

1 水道水の安定供給

2 生活排水の適正処理

3 浸水対策の推進による安全なまちづくり

1 ごみの排出抑制と資源循環（４Ｒ）の推進

2 広域的な適正なごみ処理体制の確保と連携強化

3 不法投棄対策の推進

1 気候変動や省エネルギー対策に対する意識の醸成

2 公共施設の温室効果ガスの削減 ○

3 脱炭素社会の実現に向けた地域モデルの構築 ○

4 水環境・大気環境の保全

1 交通安全意識の向上

2 消費生活相談体制の強化

3 消費者トラブルや特殊詐欺防止対策の強化

4 再犯のない地域社会づくり

1 主要道路の整備促進

2 安全な道路改良と維持管理

1 効率的で利便性の高い公共交通ネットワークの再構築 ○

2 公共交通と他分野との連携による交通空白地域の解消

3 持続可能な運行体制の支援

4 公共交通の利用促進の普及啓発

5 多様な観光ニーズに応じた一次・二次交通の充実

6 利用環境の整備・充実 ○

1 都市の魅力と利便性を高める拠点の充実 ○

2 都市機能を効率的に連携する都市軸の形成

3 都市と自然が調和する住みよい地域の形成 ○

1 災害リスクの周知及び早期避難の重要性の啓発 ○

2 「自助」「共助」の重要性の普及啓発 ○

3 住民の主体的な防災活動の支援 ○

4 避難行動要支援者対策の推進

5 緊急避難場所及び避難所の確保及び環境整備 ○

6 国土強靭化及び流域治水の推進

1 地域課題の解決に取り組む地域活動に対する支援 ○

2 自治公民館の安定的運営に対する支援 ○

3 市民団体の活動に対する支援

1 計画的な行政運営の推進

2 自治体DXの推進 ○

3 公共施設の適正管理の推進

4 意欲ある職員を育成する体制づくり

5 広域連携の推進

1 市税収納率の向上に向けた取組

2 ふるさと納税による安定的な財源確保

3 その他財源の確保に向けた取組

4 効果検証による事業の見直し

5 財政運営の透明性の向上

1 広報活動の推進 ○

2 広報力の強化

3 広聴活動の推進

第３期倉吉市総合戦略

17

20

第12次倉吉市総合計画後期基本計画

施策 取組方針

15
文化財の保存、活用、
伝承

16 文化・芸術活動の振興

移住定住・交流の促進

18
水の安定供給と
適正な下水処理

19
廃棄物の減量と
適正処理

都市と自然・歴史・文化
が調和した拠点連携型の
まちづくりの推進

再生可能エネルギーの
活用と自然環境の保全

21
交通安全・防犯・
消費者対策の推進

22
安全で快適に移動できる
道路ネットワークの構築

28 健全な財政運営の継続

25
災害に強い
まちづくりの推進

26
市民と協働した
まちづくりの推進

23
生活地域を一体化する
公共交通ネットワークの
充実

24

29
市政の情報発信と
広聴活動の充実

27
効果的・効率的な
行政運営の推進
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３．倉吉市が目指す将来像（地域ビジョン） 

（１）本市の将来像 

少子高齢化や人口減少の進行に伴う地域活力の低下が懸念される状況において、人口減

少を抑制し、地域社会の機能（都市機能、地域コミュニティ等）を維持し、市民一人ひとり

が希望を持って住み続けることができるまちづくりを進めていくことが重要です。 

「第 12 次倉吉市総合計画」では、こうした状況に対応するため、「元気なまち、くらしよ

し、未来へ！」を将来像に掲げ、その実現に向けた施策や事業を各分野で推進しています。 

第３期倉吉市総合戦略は、総合計画で目指す将来像の実現に向け、倉吉市人口ビジョンに

掲げる将来展望を踏まえながら、総合計画のうち、人口減少や地方創生に関わる施策や取組

を整理し、総合計画と一体的な施策の推進に取り組むことにより、地方創生やまちの活性化

を図ってまいります。 

 

（２）本市の現状に対する課題認識 

本市では、死亡が出生を上回る自然減に加え、転出が転入を上回る社会減の状態が恒常的

に続いており、人口減少・少子高齢化のより一層の深刻化が懸念されます。特に社会減は、

将来の労働力や親世代となる若年層、特に女性の継続的な市外流出が最大の要因です。 

ＲＥＳＡＳ（リーサス：地域経済分析システム）などのデータに基づく年齢階級別純移動

数の時系列分析からも、この構造的課題が明らかになっています。具体的には、高校卒業を

機に進学や就職する若者（15～24 歳）の転出超過が最も大きく、その後、大学卒業後の年

代（20代前半〜30 代前半）においても、ほとんど市外から戻ってきていない（Ｕターンが

進んでいない）ことが確認されています。この若者・女性の継続的な流出は、出生数の減少

を招く悪循環を生み出し、地域社会の持続可能性に関する構造的リスクとなっています。 

人口規模の縮小と生産年齢人口の急激な減少は、地域経済の担い手不足、社会保障への負

担増に直結し、地域の活力低下や生活機能の喪失という、市の根幹に関わる深刻な危機を招

きます。 

こうした喫緊の課題に対し、人口減少傾向を最小限に止める対策をとることが最優先の

責務です。国が掲げる「地方創生 2.0 基本構想」においても、基本姿勢・視点として「若者

や女性にも選ばれる地域づくり」を掲げ、若者・女性の成長と活躍を持続可能な地域社会構

築に不可欠な要素としていることを踏まえ、本市もこの若者・女性への戦略的な焦点こそが、

全ての市民の安心を守る最優先戦略であると認識します。 

若者・女性の流出を食い止め、「倉吉を選びたい」と思えるような環境をつくるためには、

定着を阻む構造的な障壁を打破しなければなりません。 

具体的な障壁は、以下の通り、国が提供する「地方創生【地域課題】ダッシュボード」や、

令和６年度に本市で実施した転出者調査の分析からも、定住をためらわせる要因として明
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らかになっています。 

 

【若者・女性の地方定着を阻む構造的な課題と要因分析】 

 

本市は、これらの構造的課題の解決に向け、総合計画上の重点的な課題として、【「若者と

女性に選ばれる倉吉」の実現に向けた環境づくり】を位置づけ、総合戦略で集中的に取り組

みます。 

 

（３）総合戦略の推進に向けて 

①持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への貢献 

本市では、最上位計画である総合計画において、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ・17 の

目標）との連携を図り取組を整理しています。総合戦略においても、この連携を深め、関連

するＳＤＧｓの目標を意識した取組の展開を図ります。 

 

②部局間の連携による推進 

総合戦略に掲げる目標や施策の実現に向けて、庁内の各部局が施策の推進状況や課題を

共有し、分野横断的な連携を図り、総合的な取組を推進していきます。 

 

 障壁 主な課題 課題認識（データに基づく要因）

 １．仕事・経済

の障壁

仕事の選択肢と

賃金水準の低さ

Ÿ 転出者が「職種の選択肢が少ない」「給料が低い」の２

点を圧倒的な上位に挙げており、属性を問わず共通する

課題。 

Ÿ 若年層が希望するキャリアに繋がる仕事の選択肢が少

ない。 

Ÿ 女性の就業率や正規雇用率が低い現状は、仕事と家庭の

両立やキャリア継続を阻む環境要因となっている。

 ２．子育て・未

来への障壁

子育て・教育環境

の不足と将来へ

の不安

Ÿ 転出理由として「子どもの将来を考えると選択肢が少な

い」ことが深刻な要因として指摘されている。 

Ÿ 子育てや教育における環境や資源が、都市部と比較して

選択肢の幅が狭く、進路や将来の選択に資する競争力確

保への懸念を生んでいる。

 ３ ． 社 会 環

境・多様性確

保の障壁

多様な価値観の

受容と地域社会

への心理的負担

Ÿ 地域の多様性の低さが構造的リスクとして指摘されて

おり、転出者調査からも、地域コミュニティの慣習や人

間関係が、若年層が求める多様な価値観やライフスタイ

ルとの乖離を生み、心理的な負担や定住をためらう要因

となっている。 

Ÿ 個人の生活への過度な関与や従来の性別役割分業意識

など、特に若年層の定着を阻む障壁となっている。
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４．総合戦略の体系 

（関連番号は、後期基本計画上の施策番号と、取組方針の番号を併記したものです。） 

 

 

 

 

基本
目標

後期基本計画上の取組方針 関連番号
（施策-取組方針）

多様な担い手の育成と確保 １－１

良質な農畜水産物の安定供給と地域ブランドの開発 １－３

地元農産物の消費及び販売ルートの確保・拡大 １－４

経済環境の変化への対応と生産性の向上 ２－２

地域資源を活かした観光コンテンツの充実 ５－１

質の高い「おもてなし」と受入環境の整備 ５－４

企業誘致の推進 ３－２

市内企業における働き方改革支援 ３－４

企業の経営基盤の強化・安定化に向けた支援 ２－１

創業の促進に対する支援 ２－４

中心市街地の活性化 ２－３

エ
テレワークやワーケーション
など多様な働き方の推進

市内企業における働き方改革支援 ３－４

市内企業が求める人材育成支援 ３－１

市内企業の認知拡大と人材確保支援 ３－３

IJUターンの促進と伴走支援の充実 17－１

関係人口の拡大 17－４

受入体制整備と定着支援 17－２

戦略的な情報発信の強化 17－３

ウ
観光資源の魅力発信と
マーケティング強化

戦略的な情報発信とマーケティング強化 ５－２

エ
広域連携による交流人口拡大と
人材循環の深化

関係団体等との連携による交流人口の拡大 ５－３

具体的施策

ア

イ

ウ

ア

イ
移住・定住促進と、
多様な「関係人口」の
創出・拡大

【

基
本
目
標
２
】

若
者
・
女
性
を
は
じ
め
と
す
る

多
様
な
「

ひ
と
」

を
引
き
寄
せ
る
ま
ち
の
実
現

若者や女性に選ばれる
魅力的な学びと働き場の
創出

地域資源を活用した
高付加価値型産業の創出と
活性化

DXを推進する新たな雇用の
創出支援

地域内外の多様な人材・企業の
「新結合」による
イノベーションの創出

【

基
本
目
標
１
】

稼
ぐ
力
を
高
め
、

未
来
を
切
り
拓
く

「

し
ご
と
」

と
「

ひ
と
」

の
創
出
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基本
目標

後期基本計画上の取組方針 関連番号
（施策-取組方針）

地域における男女共同参画の促進 12－３

職場における男女共同参画の促進 12－４

切れ目のない子育て支援体制の構築 ６－１

仕事と家庭、子育ての両立支援 ６－４

学習機会の提供と人材育成 14－１

学びやすい環境の整備 14－３

職場における男女共同参画の促進 12－４

地域課題の解決に取り組む地域活動に対する支援 26－１

自治公民館の安定的運営に対する支援 26－２

都市と自然が調和する住みよい地域の形成 24－３

都市の魅力と利便性を高める拠点の充実 24－１

自治体DXの推進 27－２

広報活動の推進 29－１

効率的で利便性の高い公共交通ネットワークの再構築 23－１

利用環境の整備・充実 23－６

災害リスクの周知及び早期避難の重要性の啓発 25－１

「自助」「共助」の重要性の普及啓発 25－２

住民の主体的な防災活動の支援 25－３

緊急避難場所及び避難所の確保及び環境整備 25－５

公共施設の温室効果ガスの削減 20－２

脱炭素社会の実現に向けた地域モデルの構築 20－３

多様なキャリアパスの
形成支援

エ
多世代交流を促す
地域コミュニティの形成

オ

具体的施策

誰もが安心して暮らせる
生活環境の維持・向上

【

基
本
目
標
４
】

デ
ジ
タ
ル
等
の
新
技
術
も
活
用
し
た

持
続
可
能
な
「

住
み
よ
い
」

ま
ち
づ
く
り

ア
AI・デジタル技術を活用した
地域課題の解決と
行政サービスの高度化

イ
公共交通ネットワークの
維持確保と利便性向上

ウ
災害に強く、
安全・安心な
まちづくりの推進

エ
持続可能な
自然エネルギーの
導入促進

【

基
本
目
標
３
】

全
て
の
世
代
が
自
分
ら
し
く
輝
き
、

安
心
で
き
る
「

く
ら
し
」

の
創
造

ア
若者や女性が自分らしく
輝ける社会の実現

イ
子育て世代への多角的な支援と
地域全体での子育て支援の強化

ウ
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５．総合戦略の具体的な取組 

基本目標１　稼ぐ力を高め、未来を切り拓く「しごと」と「ひと」の創出 

 

■基本的方向と数値目標 

倉吉の強みを活かし、地域経済の高付加価値化を図るとともに、デジタル技術を活用した

産業構造の転換を推進します。地域内外の多様な人材と企業による新たな価値を創造し、柔

軟で多様な働き方を実現することで、若者・女性に選ばれる魅力ある「しごと」と、それを

担う「ひと」の活力を生み出し、地域経済の持続可能な発展を目指します。 

これらの取り組みを通じて、地域経済の活性化と持続的な発展を実現し、「市内総生産」

の維持・増加を目指します。 

 

出所：鳥取県「市町村民経済計算」 

 

■具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

ア　地域資源を活用した高付加価値型産業の創出と活性化 

倉吉市ならではの地域資源（農畜水産物、歴史文化、景観など）の潜在力を最大限に引き

出し、地域経済の高付加価値化と産業競争力の強化を戦略的に推進します。 

市場ニーズを捉えた地域ブランドの育成と新商品開発支援や、販路の多角化と流通ルー

トの強化を図り、「稼げる」農業・商工業・観光産業への構造転換を実現します。さらに、

産業を支える多様な担い手の育成と、質の高いおもてなしの提供体制を整備し、持続的な地

域経済の発展を目指します。 

 

 

 目標指標（単位） 現状値（令和４年度） 目標値（令和 12 年度）

 市内総生産（百万円） 175,319 185,000

 指標（単位） 現状値 目標値（令和 12年度）

 認定農業者数（経営体） 162 

(令和７年３月 31 日)
167

 新規就農者の累計人数（人） 55 

(令和７年３月 31 日)
100

 製造出荷額等（百万円） 99,501 

(令和４年)
109,142

 市内観光客の周遊率（%） 14 

(令和７年３月 31 日)
30
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（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組方針 関連番号 主な内容

 
多様な担い手の 

育成と確保
１－１

l 担い手農業者の確保とフォロー体制の構築 

l 早期自立と地域定着を支える新規就農者の育成

支援体制の構築

 良質な農畜水産物の 

安定供給と 

地域ブランドの開発

１－３

l 市場ニーズを踏まえた良質な農産物の開発・生

産支援 

l 地域ブランドの開発やプロモーション支援

 地元農産物の消費及び

販売ルートの 

確保・拡大

１－４

l 地元農産物の消費促進 

l 地域の気候風土や農業適地を活かし栽培した農

作物の地元流通ルート強化による供給拡大

 

経済環境の変化への 

対応と生産性の向上
２－２

l 経営者への支援を通じた、変化する経済環境へ

の対応力と経営力の向上 

l 経営改善支援による、生産性の向上と競争力の

強化 

l 社会ニーズを捉えた企業の販路拡大支援

 

地域資源を活かした 

観光コンテンツの充実
５－１

l 既存の観光資源の磨き上げや美術館など新たな

拠点を活かした観光推進 

l 滞在時間の延長を促す仕掛けづくり 

l スポーツツーリズムによる新たな交流機会の創

出 

l 農家民泊をはじめとする関金グリーンツーリズ

ムの推進

 

質の高い「おもてなし」

と受入環境の整備
５－４

l 通信環境等の受入環境整備などによる誰もが快

適に安心して楽しめる観光環境の整備 

l 観光に携わる人材育成とホスピタリティ意識の

向上 

l 建設から 30 年が経過する「せきがね湯命館」の

改修による日帰り温泉による観光拠点の整備
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イ　ＤＸを推進する新たな雇用の創出支援 

デジタル技術の積極的な活用・普及を支援することで、地域経済のデジタル化を推進し、

新たな付加価値と雇用機会を創出します。テレワークやサテライトオフィス誘致を通じた

柔軟な働き方を確立し、若者や子育て世代に選ばれる魅力的な職場環境の整備を促進しま

す。また、変化する経済環境を見据え、資金確保や経営負担軽減の支援により企業の経営基

盤強化と安定化を図り、時代の変化に対応できる持続的な企業成長を支援します。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

ウ　地域内外の多様な人材・企業の「新結合」によるイノベーションの創出 

地域内外の多様な人材や企業との連携を強化し、新しい発想やサービスを生み出すため

の交流と協働の機会を創出します。特に、若者や女性の起業意欲を後押しするため、創業前

から事業化、定着に至る段階的な実践的支援の充実を図ります。また、空き家・空き店舗等

の地域資源の積極的な活用やサテライトオフィス等の拠点整備を通じて、創業活動や交流

の場となる中心市街地のにぎわいをつくります。 

 

 

 

 

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 企業誘致及び規模拡大による新規

雇用者の累計数（人）
71 70

 取組方針 関連番号 主な内容

 企業誘致の推進 ３－２ l 地域雇用を生み出す企業の誘致・立地促進及び

規模拡大の支援 

l テレワーク等の新たな働き方に対応するための

サテライトオフィス誘致

 市内企業における働き

方改革支援

３－４ l 働き方の多様化やデジタル化に対応し、若者や

子育て世代が安心して働く魅力的な職場環境整

備への支援

 企業の経営基盤の 

強化・安定化に向けた 

支援

２－１ l 各種制度融資による、企業の資金確保の支援 

l エネルギーや物価高騰に対する支援による、経

営負担の軽減

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 中心市街地における創業事業者数

（件）
10 15
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（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

エ　テレワークやワーケーションなど多様な働き方の推進 

時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を市内企業に広げ、働きがいと働きやすさの両

立を促します。デジタル化の進展や多様な働き方に対応する職場環境整備を促し、若者や子

育て世代を含む幅広い人材の地域での活躍機会を創出します。これにより、企業の競争力を

強化するとともに、地域経済の活性化と持続的な発展につなげます。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

 

 

 取組方針 関連番号 主な内容

 

創業の促進に対する 

支援
２－４

l 創業を検討している人に対するチャレンジショ

ップ利用促進や、空き家・空き店舗改修支援 

l 段階に応じた若者への実践的ビジネス教育の提

供や創業支援

 

中心市街地の活性化 ２－３

l 倉吉市空き家活用しごと創造センター運営によ

る、空き家・空き店舗の活用促進 

l 地域おこし協力隊の活用や支援事業による、中

心市街地のにぎわい創出

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 新規進出企業の累計数（サテライト

オフィス）（件）
1 10

 取組方針 関連番号 主な内容

 
市内企業における 

働き方改革支援
３－４

l 働き方の多様化やデジタル化に対応し、若者や

子育て世代が安心して働く魅力的な職場環境整

備への支援
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基本目標２　若者・女性をはじめとする多様な「ひと」を引き寄せるまちの実現 

 

■基本的方向と数値目標 

 

地域の未来を担う人材の育成と地元定着意欲の醸成を強化し、「ここで働きたい、暮らし

たい」「地元の高等教育機関（大学等）で学びたい」と、多様な人々から選ばれる環境を整

備します。 

市内企業の人材確保支援や移住定住支援を推進し、地域内外の多様な「ひと」の流れを創

出します。移住者だけでなく、倉吉に関わりたい人が増える仕組みづくりとして、「関係人

口」の創出・拡大や戦略的な情報発信に取り組みます。広域連携による人の行き来を活発化

させ、観光資源の魅力向上により新たな活力を生み出します。 

これらの取り組みを通じて、若者・女性をはじめとする多様な「ひと」を引き寄せ、選ば

れるまちづくりをすすめ、将来にわたって活力ある地域社会を維持することにつなげるた

め、「年間移住者数」の維持・改善を目指します。 

 

出所：移住者アンケート（しごと定住促進課調べ） 

 

■具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

ア　若者や女性に選ばれる魅力的な学びと働き場の創出 

地域社会の未来を担う若者の育成と市内定着を目指し、地元の高校や大学等教育機関を

はじめとした学びの場との連携を強化し、地元に愛着を持ち、定着を考える機会を創出しま

す。市内企業のニーズと若者の希望をつなぐ人材育成と就職支援を戦略的に展開し、魅力的

な職場情報の多角的な発信により、企業認知度の拡大と人材確保を支援します。ＩＪＵター

ン希望者への経済的不安を軽減する支援や、移住定住に必要な情報のワンストップ提供、き

め細やかな伴走支援を充実させることで、若者や女性が「ここで働きたい」「ここで学びた

い」と思える、定住・活躍の基盤を整えます。 

 

 

 

 

 

 目標指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12 年度）

 年間移住者数（人） 353 400

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 地元企業説明会に参加した高校生

の地元企業就職率（%）
40 50
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（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

イ　移住・定住促進と、多様な「関係人口」の創出・拡大 

移り住む人だけでなく、倉吉に継続的に関わりを持つ「関係人口」の創出と拡大を重点的

に推進します。多様なライフスタイルに応じた関わりの仕組みづくりや、市外出身者・縁の

ある人との連携を図り、地域外からの能動的な参画を促します。また、きめ細やかな移住相

談や暮らしの体験機会の提供、移住後の手厚いサポート体制を充実・強化し、円滑な定着に

つながる確かな受入体制を整備します。都市部のターゲット層に響くよう、ウェブサイトや

ＳＮＳ等を活用した効果的かつ戦略的な情報発信を強化します。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 取組方針 関連番号 主な内容

 
市内企業が求める 

人材育成支援
３－１

l 企業の人材ニーズと働き手の希望を繋ぐ支援制

度の整備 

l 大学と連携した地域交流活性化及び市内就職促

進支援

 
市内企業の認知拡大と

人材確保支援
３－３

l 魅力的な企業情報の掘り起こしと発信 

l 高校生や大学生の地元就職のための多様なマッ

チング機会の創出

 
ＩＪＵターンの促進と

伴走支援の充実
17－１

l 就労、住まい、結婚、子育てなど、移住定住に必

要な情報の一元化とワンストップ支援 

l 各種補助金・支援制度の充実による移住定住に

伴う経済的不安軽減

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 本市に関わりを持つ人の数（人） 38,249 45,890

 年間移住者数（人） 353 400

 取組方針 関連番号 主な内容

 

関係人口の拡大 17－４

l 倉吉市に継続的に関わりを持つ「関係人口」の創

出と拡大 

l 市外出身者や市に縁のある人々との連携強化 

l ふるさと納税や多様なライフスタイルに応じた

関わりの仕組づくり

 

受入体制整備と 

定着支援
17－２

l 移住相談員によるきめ細やかな移住相談や、倉

吉での暮らしの体験機会の提供による定住イメ

ージづくりの支援 

l 先輩移住者や地域による移住後のサポート体制

の充実・強化

 戦略的な情報発信の 17－３ l 倉吉の魅力、仕事、住まい、子育て情報等の効果
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ウ　観光資源の魅力発信とマーケティング強化 

観光客のニーズや動向を的確に捉えるためのデータに基づいたマーケティングを実施し、

多様なメディアを活用した戦略的な情報発信を強化します。これにより、倉吉が持つ観光資

源の魅力を効果的に高め、地域のブランドイメージ向上を図るとともに、多くの来訪意欲を

引き出し、新たな交流と活力を創出します。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

エ　広域連携による交流人口拡大と人材循環の深化 

近隣市町村や都市との協力関係を強化し、広域的な視点での交流・連携の仕組みを構築し

ます。観光関係団体や宿泊施設等との連携を深め、インバウンド及びコンベンション等の誘

致を強化することで、多様な人材の行き来を活発化させます。これにより、地域外からの新

たなアイデアや活力を本市に取り込み、持続的なまちづくりに向けた人材循環を深化させ

ます。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 強化 的な発信 

l 都市部の多様なライフスタイルを持つ人々や若

者に響くようなウェブサイトやＳＮＳ等を活用

した効果的ＰＲ

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 市内観光入込客数（人） 1,086,582 1,700,000

 取組方針 関連番号 主な内容

 

戦略的な情報発信とマ

ーケティング強化
５－２

l 観光ニーズや動向を把握するためのデータ収

集・分析及びこれに基づくマーケティングの実

施 

l 多様なメディアを活用した情報発信

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 市内観光入込客数 1,086,582 1,700,000

 取組方針 関連番号 主な内容

 

関係団体等との連携に

よる交流人口の拡大
５－３

l 観光関係団体や宿泊施設及び近隣市町村等との

連携強化 

l インバウンド誘致及びコンベンション誘致の強

化
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基本目標３　全ての世代が自分らしく輝き、安心できる「くらし」の創造 

 

■基本的方向と数値目標 

多様な価値観が尊重され、全ての人がいきいきと活躍できる社会の実現を目指し、ライフ

ステージの変化によらず意欲に応じて活躍できる環境を整備します。学びとキャリア形成

の機会を広げるとともに、多世代が交流し互いに支え合える地域コミュニティを再生・強化

します。都市機能と自然が調和する生活環境を維持し、誰もが質の高い「くらし」を享受で

きる、安心と活気に満ちたまちを創造します。 

市民一人ひとりが生涯にわたって住み続けたいと思えるまちを実現するため、「倉吉市に

住み続けたい」と思う人の割合を増やすことを目指します。 

 

出所：市民意識調査（「あなたは、これからも倉吉市に住み続けたいと思いますか。」の問いに対し、「ずっと住み続けた

い」「出来るなら住み続けたい」と答えた人の割合） 

 

■具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

ア　若者や女性が自分らしく輝ける社会の実現 

　地域と職場双方における、多様な人材の参画と活躍を戦略的に推進します。意思決定の場

への女性の参画を促す環境づくりや、地域を担う女性リーダーの育成と支援により、地域社

会における参画の機会を拡大します。また、仕事と家庭の両立支援や男女がともに働きやす

い職場環境づくりにより、職場における多様なキャリア形成を支援します。これらの取組を

通じて、結婚や出産を希望する人も、そうでない人も、一人ひとりの選択が尊重され、いき

いきと活躍できる場を広げていきます。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 目標指標（単位） 現状値（令和７年度） 目標値（令和 12 年度）

 「倉吉市に住み続けたい」

と思う人の割合（％）
74.5 78.0

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 男女の役割について固定観念を持

っていない人の割合（%）
85.5 86.0

 取組方針 関連番号 主な内容

 地域における 

男女共同参画の促進
12－３

l 意思決定の場への女性参画を促す環境づくり 

l 地域を担う女性リーダーの育成と支援

 職場における 

男女共同参画の促進
12－４

l 仕事と家庭の両立支援や男女がともに働きやす

い職場環境づくり
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イ　子育て世代への多角的な支援と地域全体での子育て支援の強化 

　妊娠期から子育て期まで、切れ目のない包括的かつきめ細やかな支援体制を整備し、質の

高い教育・保育サービスを提供します。地域全体で子育てを応援し支える機運を醸成し、多

様な働き方に対応した保育サービスや放課後児童クラブ等の充実を図り、仕事と家庭・子育

ての両立を支援します。これらの取組を通じて、地域みんなで子どもを育てる温かいサポー

ト体制を構築し、安心して子育てができるまちづくりを推進します。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

ウ　多様なキャリアパスの形成支援 

市民ニーズと地域課題に対応した多様な学習機会を提供し、地域の担い手となる人材の

育成や、豊かな心を育む生涯学習の機会を充実させます。社会教育施設や体育施設等の機能

維持と環境整備により、誰もが学びやすく、スキルアップにつながる機会の提供を図ります。

これらの取組を通じて、キャリア形成の多様な選択肢を提供し、再チャレンジを力強く後押

しする環境を整備します。 

 

 

 

 

 指標（単位） 現状値（－） 目標値（令和 12年度）

 子育て支援施策の認知度（％） － 50.00

 取組方針 関連番号 主な内容

 

切れ目のない 

子育て支援体制の構築
６－１

l 妊娠期から子育て期まで包括的かつきめ細やか

な子育て支援体制の構築 

l 適切な教育・保育施設環境の確保及び質の高い

サービス提供 

l 地域で子育てを応援し支える機運の醸成

 仕事と家庭、 

子育ての両立支援
６－４

l 多様な働き方に対応した、保育サービスや放課

後児童クラブ等の充実

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 コミュニティセンターの事業運営

に参画した人の数（人）
2,460 3,670

 身近な社会における男女の機会均

等が図られていないと思う市民の

割合（％）

50.1 48.0



19

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

エ　多世代交流を促す地域コミュニティの形成 

地域課題の解決に向けた地域運営組織への支援と、自治公民館活動の安定的運営を図る

ことで、地域活動を後押しします。活動負担の軽減や運営基盤の強化を通じて、多様な住民

が主体的に参画しやすい仕組みを整備します。これらの取組を通じて、世代を超えて人々が

交流し、お互いが支え合える地域コミュニティの形成を図ります。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

 

 

 

 

 取組方針 関連番号 主な内容

 

学習機会の提供と 

人材育成 
14－１

l 市民ニーズと必要課題に対応した学習機会の提

供 

l 地域の創り手として活躍する次世代育成 

l 豊かな心を育む図書館の推進 

l 「感動」を生み「知る喜び」を感じる博物館の推

進

 
学びやすい環境の整備 14－３

l 社会教育施設（図書館、博物館、コミュニティセ

ンター）及び体育施設の施設整備と維持管理

 職場における 

男女共同参画の促進
12－４

l 仕事と家庭の両立支援や男女がともに働きやす

い職場環境づくり

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 地域のまちづくりに自分の意見を

反映させたり実際の活動に参加し

たいと思っている市民の割合（％）

29.1 50

 取組方針 関連番号 主な内容

 
地域課題の解決に 

取り組む地域活動に 

対する支援

26－１

l 地域課題の解決に向けた各地区の地域運営組織

（振興協議会等）への財政支援 

l 集落支援員（地域活動支援員）の活用による地域

の実情に応じた維持・活性化策の取組支援

 自治公民館の 

安定的運営に対する 

支援

26－２

l 自治公民館の加入促進に向けた広報活動の推進 

l 自治公民館の活動負担の軽減に向けた支援及び

運営に必要な経費の支援
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オ　誰もが安心して暮らせる生活環境の維持・向上 

都市機能と自然環境の調和を図る空間づくりや、景観の保全・活用、危険な空き家の適正

管理を通じ、住みよい地域環境を形成します。また、中心市街地の都市機能の維持・向上や、

地域拠点を基盤とした生活基盤の維持・拡充を図るとともに、空き家・空き店舗の有効利用

を促進し、都市の魅力と利便性を高めます。これらの取組を通じて、高齢者や障がいのある

人も含め、誰もが快適に暮らせるまちづくりを推進します。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

 

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 市全体が、自然、商業・工業地域、

居住地域などの土地利用のバラン

スがとれていると思う市民の割合

（％）

29.2 50

 取組方針 関連番号 主な内容

 
都市と自然が調和する

住みよい地域の形成
24－３

l 用途地域・用途地域外での都市と自然環境の調

和を図る空間づくりや景観の保全・活用 

l 危険な空き家の適正管理の支援

 

都市の魅力と利便性を

高める拠点の充実
24－１

l 中心市街地の都市機能の維持・向上 

l コミュニティセンターを拠点とした生活基盤の

維持・拡充 

l 空き家・空き店舗の有効利用の促進
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基本目標４　デジタル等の新技術も活用した持続可能な「住みよい」まちづくり 

 

■基本的方向と数値目標 

デジタル等の新技術を重要な要素とし、行政サービスの高度化により、市民生活の利便性

を向上させ、様々な地域課題の解決を図ります。地域住民の移動手段を確保し、公共交通ネ

ットワークの維持・最適化を推進します。安全・安心なまちづくりに向けた強靭な防災体制

を整備するとともに、地域の自然エネルギーを積極的に活用し、脱炭素化と持続可能性を追

求し、未来の世代へ引き継ぐ「住みよい」まちを実現します。 

これらの取り組みにより、デジタル等の新技術も活用しながら、若者・女性に選ばれる利

便性が高く安全・安心で環境にも配慮した持続可能な「住みよい」まちの実現に向けて、「倉

吉市での生活に満足している人の割合」を増やすことを目指します 

 

出所：市民意識調査（「あなたは、倉吉市での生活にどの程度満足していますか。」との問いに対し、「とても満足してい

る」「どちらかと言えば満足している」と答えた人の割合） 

 

■具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

ア　ＡＩ・デジタル技術を活用した地域課題の解決と行政サービスの高度化 

自治体ＤＸを推進し、デジタル技術の活用による行政運営の効率化と市民サービスの利

便性向上を図ります。これにより、最先端技術を活用して行政手続きをスムーズにするとと

もに、住民が効果を実感できるサービスを提供します。また、情報媒体の特性や内容に応じ

た多角的な情報発信と、誰もが等しく情報を受け取れるよう配慮した情報提供を強化する

ことで、地域の課題解決につながる情報提供を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目標指標（単位） 現状値（令和７年度） 目標値（Ｒ12）

 倉吉市での生活に満足して

いる人の割合（％）
59.5 68.0

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 行政手続きのスマート化率（％） 21.1 70.0
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（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

イ　公共交通ネットワークの維持確保と利便性向上 

乗降等の利用データ分析に基づき、効率的で利便性の高い公共交通ネットワークを再構

築します。路線バスや市内循環バスの運行系統の見直し、交通結節点の機能強化などにより、

移動の円滑化を図ります。また、分かりやすい案内表示、利用環境の整備、キャッシュレス

化やＭａａＳ（Mobility as a Service）の導入によるサービス充実を通じて、住民の移動

手段を確保し、誰もが気軽にまちへ出かけられる環境を整備します。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

 

 取組方針 関連番号 主な内容

 
自治体ＤＸの推進 27－２

l ＤＸ推進による市民サービスの利便性向上 

l デジタル技術の活用による、行政運営の効率化

 

広報活動の推進 29－１

l 市ホームページやＳＮＳ、防災行政無線などの

媒体特性を踏まえた情報発信 

l パブリシティ（報道機関への情報提供）の積極的

活用 

l 情報を受け取りにくい人に配慮した誰もが分か

りやすい情報提供

 指標（単位） 現状値（令和５年度） 目標値（令和 12年度）

 路線バスの収支率（％） 34 
50

 路線バスの年間利用回数（回/人） 9.2 
9.2

 取組方針 関連番号 主な内容

 
効率的で利便性の高い

公共交通ネットワーク

の再構築

23－１

l 乗降データに基づく路線バスの運行系統の見直

し 

l 倉吉駅と西倉吉を結ぶ市内循環バスと交通結節

点の検討

 

利用環境の整備・充実 23－６

l 分かりやすい案内表示、交通結節点・待合環境の

整備 

l キャッシュレス化の推進やＭａａＳによるサー

ビスの充実
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ウ　災害に強く、安全・安心なまちづくりの推進 

ハザードマップや防災マップ等のツールを活用し、市民への災害リスクの周知と、大雨災

害時等の早期避難の重要性について啓発を強化します。また、大規模災害直後の「自助」「共

助」の重要性を普及啓発するとともに、自主防災組織への支援や情報提供を通じて、地域に

おける「共助」の取組を戦略的に促進します。これらの取組を通じて、もしもの時に備え、

市民みんなが安心して暮らせる防災体制を整えます。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

 

 

 

 

 

 指標（単位） 現状値（令和６年度） 目標値（令和 12年度）

 自主防災組織防災資機材整備費補

助金の交付団体数（団体）

50 
56

 取組方針 関連番号 主な内容

 
災害リスクの周知及び

早期避難の重要性の 

啓発

25－１

l ハザードマップや防災マップ等を活用し、市民

へ災害リスクの周知 

l 研修等での大雨災害時の早期避難の重要性につ

いて啓発

 

「自助」「共助」の 

重要性の普及啓発
25－２

l 研修等を通じた、大規模災害直後の「自助」「共

助」の重要性の市民啓発の強化 

l 自主防災組織に対し、「共助」の取組を促進する

ための支援と情報提供

 

住民の主体的な 

防災活動の支援
25－３

l 平時及び災害時に「共助」の中心となって活動す

る、地区防災リーダーの育成支援 

l 自主防災組織への資機材整備補助金等の周知と

支援 

l 住宅等の耐震化への支援による、「自助」の取組

の促進

 
緊急避難場所及び 

避難所の確保及び 

環境整備

25－５

l 民間施設も含めた緊急避難場所や避難所の指定

の推進 

l 能登半島地震等の教訓を踏まえた、避難者の良

好な生活環境の確保
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エ　持続可能な自然エネルギーの導入促進 

　市事業における環境負荷の低減と公共施設の温室効果ガス削減を図るため、市が率先し

た再生可能エネルギーの導入と地球温暖化防止対策を実践します。また、営農型太陽光発電

の導入推進などにより、農地の再活用と再生可能エネルギー利用の拡大を図ります。エネル

ギー資金の地域内循環や、近隣自治体等との連携による脱炭素先行地域の実現に向けた取

組を推進することで、地域の自然エネルギーを積極的に活用し、脱炭素社会の実現に向けた

地域モデルを構築します。 

 

 

（後期基本計画上の施策番号、取組方針の番号を併記したものを関連番号として示しています。） 

 

 

 指標（単位） 現状値 目標値（令和 12年度）

 平成 25（2013）年度を基準年度とす

る市事務事業に係る温室効果ガス

の排出量の削減率

41.22 

(令和６年度)
50.00

 平成 25（2013）年度を基準年度とす

る温室効果ガスの総排出量（市域の 

CO2 排出量－市域の森林による 

CO2 吸収量）の削減率

26.14 

(令和４年度)
50.80

 取組方針 関連番号 主な内容

 

公共施設の 

温室効果ガスの削減
20－２

l 公共施設での再生可能エネルギーの率先利用等

による、市事業の温室効果ガス削減 

l 市自らが率先した地球温暖化防止対策の実践に

よる、環境負荷の低減

 

脱炭素社会の実現に 

向けた地域モデルの 

構築

20－３

l 農地の再活用と再生可能エネルギー利用の拡大

を図る、営農型太陽光発電の導入 

l エネルギー資金の地域内での循環による、地域

課題解決への貢献 

l 琴浦町、北栄町とともに市出資地域新電力会社

等の事業者と進める、脱炭素先行地域の実現に

向けた取組の推進
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